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大震災にともなう中央図書館学習室の  

「臨時自習室」としての利用について  

 

当面、法科大学院棟４・５・６階の自習室の利用は地震による損壊のため不可能となっていま

す。研究科としては学習の場を確保できない学生・研修生のみなさんのため、不十分なものです

が下記のとおり「臨時自習室」を用意しました。  

現在被災の結果、学習の場を確保できない方は申し出てください。  

 

記  

 

１ 「臨時自習室」：東北学院大学中央図書館（土樋キャンパス）１階「学習室」をこれにあてま

す。  

２ 期間・利用時間：４月４日（月）以降土日祝を除く毎日、9：30から17：00まで（17：00には完全に

退室しなくてはなりません）。終期は未確定です。  

３ 利用の上の注意：利用の際には特別に交付される入館証を常に身につけていてください。ま

た、「臨時自習室」には机と椅子しかありませんので、各自が学習のために「臨時自習室」に持

参する教材等は毎日持ち帰り、その場に放置しないでください。  

４ 利用可能な施設：利用できるのは中央図書館１階「学習室」（正面玄関から入りすぐ右側の部

屋）のみで、図書館１階のトイレを含めこれ以外の施設は利用できません。  

5 利用可能員数：2８名  

6 利用希望の申込：利用希望者は、４月１日（金）１２：００までに、  

  lawschool@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp に申し出てください。  

  申出の際の必要的な記載は、①学生（研修生）番号、②氏名、③現在の資格（（ア）本年新司

法試験受験予定者、（イ）本年新司法試験受験予定のない修了生、（ウ）新年度３年次生、（エ）

新年度２年次生、（オ）新年度１年次生のいずれであるかの明記）、④連絡先Ｅメールアドレス、

のすべてです。  

希望者多数の場合、③の（ア）から（オ）までの順に優先劣後するものとして利用可能者を決定し

ます。  

７ 利用可能者の発表 :４月１日（金）１７：００までに、利用可能となった本人にＥメールで連絡す
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るとともに、同日中にＴＫＣで利用可能となった人数を発表する予定です。  

８ 入 館 証：４月４日（月）以降９：３０から１７：００までの間に大学院課の窓口で受け取ってく

ださい。  

９ ３月２９日（火）～４月１日（金）の暫定利用：上記、１～８により正式な利用可能者が確定する

のにさきだち、この期間は、毎朝９：３０から大学院課窓口で先着２８人まで、暫定利用証（１日間

有効、１７：００まで大学院課に返却すること）を受け取り、「臨時自習室」を利用できることとしま

す。  

 

以上  

 

プレビュー画面を閉じる
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